
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
推
進
法
）
が
来
年
５
月
25
日
か
ら
施
行
さ
れ
、

い
よ
い
よ
企
業
価
値
担
保
権
に
基
づ
く
融
資
が
可
能
と
な
る
。
企
業
価
値
担
保
権
は
、
事
業
の

将
来
性
に
基
づ
く
融
資
（
以
下
、
事
業
性
融
資
）
を
後
押
し
す
る
た
め
の
新
た
な
融
資
手
法
で

あ
る
。
事
業
性
融
資
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
別
冊
（
中
小

企
業
融
資
編
）
や
地
域
密
着
型
金
融
（
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
）
の
機
能
強
化
、

事
業
性
評
価
の
推
進
等
の
取
り
組
み
と
い
っ
た
長
年
の
経
緯
と
蓄
積
が
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
て
、
企
業
価
値
担
保
権
や
事
業
性
融
資
へ
の
期
待
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

大
き
な
転
換
点
に
な
る

企
業
価
値
担
保
権
の
創
設

　

推
進
法
の
施
行
（
企
業
価
値
担
保

権
の
創
設
）
は
、
外
部
環
境
の
変
化

や
こ
れ
ま
で
の
金
融
機
関
の
取
り
組

み
の
蓄
積
と
相
ま
っ
て
、
日
本
の
事

業
性
融
資
の
大
き
な
転
換
点
と
な
り

得
る
。

　

過
去
、
日
本
で
は
、
事
業
の
価
値

そ
の
も
の
に
着
目
し
て
融
資
す
る
事

業
性
融
資
に
取
り
組
み
に
く
い
状
況

に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
金
融
自
由

化
の
完
了
と
前
後
し
て
、
日
本
は
バ

ブ
ル
崩
壊
と
金
融
危
機
に
陥
り
、
低

い
名
目
成
長
率
と
金
融
検
査
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
下
で
、
担
保
価
値
等
の
過
去

情
報
に
着
目
し
た
資
産
査
定
等
を
行

う
時
代
が
長
く
続
い
た
（
図
表
１
）。

制
度
の
本
旨
に
沿
っ
た
質
の
高
い

取
り
組
み
を
追
求
す
る
こ
と
が
重
要

事
業
性
融
資
の
発
展
の
契
機
と
な
る

企
業
価
値
担
保
権
へ
の
期
待

金
融
庁

総
括
審
議
官

柳
瀬
護

　
監
督
局

　
事
業
性
融
資
推
進
室
長

水
谷
登
美
男
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こ
う
し
た
外
部
環
境
で
は
、
金
融
機

関
に
と
っ
て
「
企
業
の
事
業
性
を
評

価
し
、
そ
の
リ
ス
ク
を
取
る
に
見
合

っ
た
金
利
を
検
討
す
る
」
と
い
っ
た

取
り
組
み
は
行
い
に
く
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
特
に
低
迷
す
る
経

済
成
長
の
中
で
、
企
業
に
お
い
て
も

将
来
を
見
据
え
た
投
資
や
成
長
意
欲
、

そ
れ
に
基
づ
く
資
金
需
要
が
生
ま
れ

に
く
い
状
況
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
２
０
１
９
年
に
金
融
検
査

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
廃
止
さ
れ
、
イ
ン
フ

レ
率
の
上
昇
に
伴
う
も
の
で
は
あ
る

が
名
目
成
長
率
も
高
ま
っ
て
い
る
。

事
業
性
融
資
の
推
進
に
と
っ
て
重
要

な
諸
要
素
に
変
化
が
生
ま
れ
、
過
去

に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
外
部
環
境

が
整
い
つ
つ
あ
る
。

　

産
業
構
造
は
大
き
く
変
化
し
、
一

般
担
保
に
足
り
得
る
不
動
産
等
の
有

形
資
産
を
持
た
な
い
事
業
者
も
増
え

て
き
た
。
人
手
不
足
や
イ
ン
フ
レ
局

面
の
中
に
あ
っ
て
、
借
り
手
が
将
来

を
見
据
え
た
投
資
・
事
業
拡
大
が
積

極
化
す
る
動
き
も
出
て
い
る
。
金
融

機
関
に
は
こ
う
し
た
事
業
者
に
対
し

〔図表１〕 企業価値担保権導入までの背景

金融行政における課題 地域金融行政を巡る主な出来事

　　 金融自由化 1985年 預金金利自由化開始
　89 日銀金融引き締め開始／日経平均史上最高値
　90 土地関連融資の総量規制
　92 金融制度改革法・相互銀行法の廃止

金融危機の時代 　94 預金金利自由化完了
　95 住専処理策

　96 金融３法（経営健全性確保法、更生手続特例法、預金保険法改
正）が成立／早期是正措置の導入

不良債権問題への対応 　97 北海道拓殖銀行、徳陽シティ銀行等の破綻／通達「資産査定に
ついて」を発出

　　 ルールの明確化・透明
かつ公正な金融行政へ 　98

金融システム改革法（金融ビッグバン）／金融再生法、早期健
全化法が成立／日本長期信用銀行、日本債券信用銀行特別公的
管理／金融監督庁発足

　99 金融検査マニュアル公表
2000 金融庁発足
　02 金融再生プログラム

　03 「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクショ
ンプログラム」公表

　05 ペイオフ解禁の実施、不良債権比率半減目標達成

　07 地域密着型金融（リレーションシップバンキング）の恒久化（監
督指針改正）

新たな危機への対応 ベター・レギュレーションへの４つの柱公表
 （08　 リーマンショック）
　09 中小企業金融円滑化法
　15 金融行政方針（金融行政の目標を再定義）
　18 検査・監督基本方針／金融庁組織再編
　19 金融検査マニュアル廃止
　24 事業性融資推進法の制定

（注） 　斜字は金融自由化関係、下線はバブル崩壊・金融危機関係の動きを示す。
（出所） 　筆者作成

バブルの生成と崩壊

　　

「金融処分庁」から
「金融育成庁」へ
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企業価値担保権への期待

て
十
分
な
資
金
供
給
を
行
う
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
事
業
性
融
資
に
取
り

組
み
や
す
い
環
境
が
整
っ
て
き
た
中

で
、
企
業
価
値
担
保
権
は
導
入
さ
れ

る
。
こ
れ
は
日
本
の
事
業
性
融
資
、

ひ
い
て
は
日
本
経
済
が
大
き
く
発
展

し
て
い
く
た
め
の
一
つ
の
契
機
に
な

る
と
考
え
て
い
る
。

緊
密
か
つ
継
続
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

　

企
業
価
値
担
保
権
は
、
不
動
産
担

保
な
ど
の
従
来
型
の
担
保
権
と
異
な

り
、
事
業
の
将
来
性
に
基
づ
く
リ
ス

ク
テ
イ
ク
や
事
業
性
融
資
を
後
押
し

す
る
機
能
を
有
す
る
。

　

事
業
の
将
来
に
係
る
リ
ス
ク
を
取

る
た
め
に
は
、
大
前
提
と
し
て
〝
将

来
〞
と
い
う
本
来
的
に
不
確
か
な
も

の
を
、
あ
る
程
度
確
か
な
も
の
だ
と

判
断
で
き
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、

金
融
機
関
と
し
て
は
融
資
の
実
行
時

だ
け
で
な
く
、
融
資
後
も
将
来
に
わ

た
っ
て
継
続
的
に
事
業
の
状
況
を
確

認
し
、
予
実
管
理
や
必
要
に
応
じ
た

事
業
計
画
の
見
直
し
を
フ
ォ
ロ
ー
で

き
る
必
要
が
あ
る
。

　

企
業
価
値
担
保
権
は
、
こ
の
よ
う

な
融
資
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
法

的
な
基
礎
を
与
え
る
。
例
え
ば
、
企

業
価
値
担
保
権
の
設
定
を
受
け
た
金

融
機
関
は
、
他
の
貸
し
手
に
比
べ
優

先
す
る
法
的
な
地
位
を
得
る
（
注
）。

つ
ま
り
、
事
業
者
に
と
っ
て
、
当
該

金
融
機
関
は
資
金
調
達
の
ニ
ー
ズ
が

生
じ
る
都
度
、
最
初
に
相
談
す
べ
き

相
手
（
新
た
な
か
た
ち
の
メ
イ
ン
バ

ン
ク
）
と
な
る
。
融
資
後
も
事
業
の

状
況
に
つ
い
て
緊
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
後

の
継
続
的
な
資
金
調
達
を
も
円
滑
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

金
融
庁
で
は
推
進
法
の
施
行
に
向

け
て
、
こ
れ
ま
で
も
企
業
価
値
担
保

権
の
利
用
が
想
定
さ
れ
る
具
体
的
な

場
面
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
き
た
。

例
え
ば
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
向
け
の

融
資
、
地
域
に
お
け
る
中
小
企
業
・

中
堅
企
業
の
事
業
承
継
や
事
業
再
生

の
局
面
に
お
け
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、

Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
等
が
関
与
す
る

よ
う
な
Ｍ
＆
Ａ
（
Ｌ
Ｂ
Ｏ
）
フ

ァ
イ
ナ
ン
ス
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
等
が
挙
げ
ら
れ

る
（
図
表
２
）。

　

具
体
的
な
場
面
や
関
連
す
る

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
。
だ
が
、
い
ず
れ
も
事
業
の

成
長
も
し
く
は
再
成
長
に
向
け

て
、
事
業
の
将
来
性
に
基
づ
い

た
リ
ス
ク
テ
イ
ク
が
期
待
さ
れ

る
場
面
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

信
用
格
付
制
度
の

変
革
に
も
期
待

　

企
業
価
値
担
保
権
等
も
通
じ

て
、
事
業
の
将
来
性
が
あ
る
程

度
、
確
か
ら
し
い
と
判
断
で
き

れ
ば
、
事
業
性
融
資
に
も
よ
り

い
っ
そ
う
取
り
組
み
や
す
く
な

る
。

　

例
え
ば
金
融
庁
で
は
、
信
用

格
付
け
（
債
務
者
区
分
）
の
判

定
に
お
い
て
、
将
来
性
に
関
す

る
情
報
等
を
織
り
込
む
こ
と
が

〔図表２〕 企業価値担保権の主な活用例

主
な
活
用
例

 スタートアップ企業へ
の融資（ＶＣと協調） ・アーリーステージの赤字資金への対応（新株予約権付き）等

 地域の中小／中堅企業
への融資 ・事業の継続・成長のために必要な設備投資等に対応

 事業再生・事業承継 ・新たな事業計画・経営体制等の下での資金需要に対応
・負債再構築（取引行の整理・スリム化、経営者保証の解除等）

 Ｍ＆Ａ／プロジェクト
ファイナンス

・既存の全資産担保設定実務の負担軽減とコスト削減
・ローンの譲渡性向上（現在も類似の担保設定（全財産担保）が一般的）

（注） 　いずれも、既存の借入れをすべて借り換えて（リファイナンスして）行う、または（スタートアップ等）借入れがない
企業に行う融資の類型。

（出所） 　金融庁
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十
分
に
合
理
的
に
な
る
旨
を
示
し
て

い
る
（
図
表
３
）。
一
般
に
、
信
用

格
付
制
度
は
融
資
実
務
に
お
い
て
中

核
的
な
役
割
を
担
い
、
融
資
判
断
や

条
件
設
定
、
リ
ス
ク
管
理
、
貸
倒
引

当
金
等
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
信
用
格
付
け
に
お
い
て
事

業
の
将
来
性
が
織
り
込
ま
れ
れ
ば
、

事
業
性
融
資
の
取
り
組
み
も
よ
り
い

っ
そ
う
後
押
し
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

　

信
用
格
付
制
度
の
運
用
に
つ
い
て

は
、
長
年
に
わ
た
り
、
た
び
た
び
課

題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
金

融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
廃
止
時
に
は
、

「
財
務
指
標
な
ど
の
定
量
デ
ー
タ
を

重
視
し
た
債
務
者
区
分
や
格
付
け
の

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
が
定
着
し
た
結
果
、

与
信
判
断
ま
で
均
一
化
し
た
」
な
ど

と
指
摘
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
足
元
で
新
し
い
金
融
商
品

会
計
基
準
の
開
発
が
進
む
な
か
、
信

用
格
付
制
度
は
よ
り
い
っ
そ
う
重
要

性
を
増
す
。
企
業
価
値
担
保
権
の
誕

生
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
事
業
性

融
資
の
発
展
の
た
め
、
信
用
格
付
制

度
の
改
革
が
進
む
こ
と
も
期
待
さ
れ

る
。悩

み
や
課
題
を
把
握
し

共
に
解
決
策
を
検
討

　

以
上
の
と
お
り
、
企
業
価
値
担
保

権
の
導
入
は
、
日
本
の
事
業
性
融
資

の
取
り
組
み
に
お
い
て
、
歴
史
的
な

転
換
点
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
で
事
業
性

融
資
の
取
り
組
み
が
進
展
す
る
も
の

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
借
り
手
に
お

い
て
は
、
事
業
性
融
資
に
関
す
る
十

分
な
理
解
が
必
要
に
な
る
。
特
に
、

融
資
後
も
、
融
資
時
の
事
業
の
将
来

見
通
し
に
基
づ
い
た
貸
し
手
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
緊
密
に
行
わ

れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
十
分
に
理

解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た

特
徴
を
踏
ま
え
、
有
識
者
か
ら
は
企

業
価
値
担
保
権
は
「
リ
テ
ラ
シ
ー
の

高
い
事
業
者
／
金
融
機
関
の
間
で
う

ま
く
い
く
仕
組
み
」
と
の
指
摘
も
あ

っ
た
。

〔図表３〕 信用格付制度への反映

財務情報
（過去の情報）

・ 経常利益、自己資本
・ 償還可能年数　等

将来・定性情報
（債務者情報）
・ 将来見通し、経
営の質
・ メインバンクと
の関係性 等

（債権情報）
・ 担保の保全効
果、返済条件等

・ 旧検査マニュア
ルでは、形式的
・保守的に反映
→ 企業価値担保権
付き融資では、
債務者区分の判
定において適切
に反映

（自己査定上）
債務者区分

（
直
結
す
る
）

金融機関内
の債務者格付

（例）

（
直
結
す
る
）

監督上の債権分類

正常先 １～６ Ⅰ

要注意先 ７ Ⅰ Ⅱ

要管理先 ８ Ⅰ Ⅱ

破綻懸念先 ９ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

実質破綻先 10

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

破綻先 11

（出所） 　金融庁「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方」（概要）（25年７月２日）
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企業価値担保権への期待

　

現
実
的
に
は
、
こ
こ
ま
で
挙
げ
た

よ
う
な
条
件
を
満
た
す
事
例
を
積
み

上
げ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
そ
の
た
め
、
特
に
金
融
機
関
に

対
し
て
、
大
き
く
以
下
の
二
つ
を
お

伝
え
し
て
い
る
。

　

第
一
に
金
融
庁
は
、
件
数
の
多
寡

で
は
な
く
、
制
度
の
本
旨
に
沿
っ
た

質
の
高
い
取
り
組
み
を
追
求
す
る
こ

と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

足
元
、
事
業
性
融
資
の
取
り
組
み

が
容
易
で
な
い
こ
と
を
十
分
に
認
識

し
た
上
で
、
10
年
、
20
年
先
を
見
据

え
て
事
業
性
融
資
を
発
展
さ
せ
た
い
。

そ
の
た
め
、
件
数
あ
り
き
の
取
り
組

み
や
、
貸
し
倒
れ
が
生
じ
た
ケ
ー
ス

に
お
い
て
結
果
責
任
を
追
及
す
る
こ

と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
施
行
後
直
ち
に
取
り
組
む
よ

り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
合
う
方

法
を
検
討
し
準
備
す
る
こ
と
が
重
要

に
な
る
。
貸
し
倒
れ
が
生
じ
た
ケ
ー

ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
分
析
を

通
じ
て
学
び
を
得
る
中
で
改
善
を
積

み
重
ね
、
事
業
性
融
資
の
発
展
に
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　

第
二
に
金
融
庁
は
、
金
融
機
関
の

悩
み
や
課
題
を
把
握
し
、
共
に
解
決

策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

　

特
に
積
極
的
・
先
進
的
な
取
り
組

み
を
進
め
る
場
合
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

う
し
た
課
題
の
う
ち
、
多
く
の
金
融

機
関
に
共
通
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

金
融
機
関
間
で
の
勉
強
会
も
活
用
し

て
検
討
を
進
め
て
い
る
。
検
討
結
果

は
、
各
金
融
機
関
の
参
考
と
な
る
よ

う
な
か
た
ち
で
共
有
し
た
い
。

　

ま
た
、
今
年
７
月
に
は
金
融
庁
に

事
業
性
融
資
推
進
室
を
設
置
し
、
金

融
機
関
か
ら
の
照
会
に
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
で
対
応
で
き
る
体
制
も
整
え
た
。

事
業
性
融
資
の
推
進
に
当
た
っ
て
不

明
点
が
あ
れ
ば
、
遠
慮
な
く
問
い
合

わ
せ
て
も
ら
い
た
い
。

将
来
の

融
資
担
当
者
の
付
加
価
値

　

今
後
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
や
デ

ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
の
普
及
等
に
よ
っ
て
、

財
務
情
報
の
把
握
に
人
の
手
が
不
要

に
な
る
未
来
が
到
来
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
金
融
機
関
の

融
資
担
当
者
が
生
み
出
す
付
加
価
値

は
、
非
財
務
情
報
を
把
握
す
る
こ
と

が
中
心
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
よ
う
な
未
来
を
見
据
え
る
と
、
事

業
性
融
資
の
取
り
組
み
は
よ
り
い
っ

そ
う
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

事
業
性
融
資
の
取
り
組
み
は
、
企

業
価
値
担
保
権
と
い
う
制
度
の
創
設

だ
け
で
進
む
も
の
で
は
な
い
。
取
引

先
の
経
営
者
等
と
信
頼
関
係
を
構
築

し
、
非
財
務
情
報
を
把
握
・
評
価
す

る
の
は
、
一
人
ひ
と
り
の
金
融
機
関

職
員
で
あ
る
。
金
融
機
関
の
中
に
は

「
こ
れ
ま
で
も
非
財
務
情
報
も
踏
ま

え
、
十
分
に
事
業
性
融
資
に
取
り
組

ん
で
き
た
」
と
い
う
矜
持
を
持
つ
方

も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
方
こ

そ
、
企
業
価
値
担
保
権
の
真
価
を
引

き
出
す
力
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

　

金
融
庁
が
目
指
す
の
は
、
事
業
性

融
資
の
発
展
で
あ
る
。
企
業
価
値
担

保
権
の
誕
生
を
契
機
と
し
な
が
ら
、

事
業
性
融
資
の
発
展
に
向
け
て
、
人

材
育
成
や
体
制
整
備
等
も
含
め
、
さ

ら
に
積
極
的
・
先
進
的
な
取
り
組
み

が
進
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

（
注
）　
融
資
後
の
事
業
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
規
定
も
あ
る

（
推
進
法
20
条
）。
ま
た
、
他
の
貸
し

手
が
担
保
実
行
等
を
通
じ
て
、
事
業
の

継
続
を
脅
か
す
よ
う
な
場
合
に
備
え
、

こ
れ
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ

る
旨
も
定
め
（
同
19
条
）、
将
来
の
事

業
継
続
を
守
る
た
め
の
権
利
が
与
え
ら

れ
て
い
る
。

や
な
せ　

ま
も
る

92
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
、
大
蔵
省

（
現
財
務
省
）
入
省
。
金
融
庁
監
督

局
銀
行
第
二
課
課
長
補
佐
、
同
健
全

性
基
準
室
長
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国
際
通
貨

基
金
）
金
融
資
本
市
場
局
シ
ニ
ア
エ

ク
ス
パ
ー
ト
、
金
融
庁
監
督
局
銀
行

第
一
課
長
、
同
総
合
政
策
局
審
議
官

等
を
経
て
25
年
７
月
か
ら
現
職
。

み
ず
た
に　

と
み
お

12
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
、
金
融
庁

入
庁
。
総
合
政
策
局
リ
ス
ク
分
析
総

括
課
課
長
補
佐
、
監
督
局
銀
行
第
二

課
管
理
官
、
企
画
市
場
局
総
務
課
課

長
補
佐
等
を
経
て
25
年
７
月
か
ら
現

職
。
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